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令和６年能登半島地震に係る被災建築物応急危険度判定士の派遣について 

 

 

 国から能登半島地震に係る広域派遣要請があったため、次のとおり被災建築物応急危険度

判定士となる建築技術職員を派遣します。 

 

 

１ 派遣先   

石川県 輪島市内 

 

 ２ 派遣期間 

    第１次 １月１６日（火）から１８日（木）の３日間 

第２次 １月１９日（金）から２１日（日）の３日間（予定） 

（※ 移動は前後各１日） 

 

３ 派遣人員 

   第１次 県職員３名、甲府市職員１名   計４名 

   第２次 県職員３名、甲府市職員１名   計４名 

                       計８名 

 

４ 出発日時 

第１次 １月１５日（月） 午前１１時頃 県庁本館前出発 

第２次 １月１８日（木） 午前１１時頃 県庁本館前出発（予定） 

 

５ 被災建築物応急危険度判定の概要 

   大地震により被災した建築物について、その後の余震などによる倒壊や外壁・窓ガ

ラスの落下、付属設備の転倒など、人命にかかわる二次災害を防止することを目的に、

応急危険度判定士が建築物の被害の状況を調査し、危険度について判定・表示などの

業務を行います。 
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